
人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九
―

四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
一
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
九
―
四
九
―
五
二

人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
九
―
四
九
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付

し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
給
与
法
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
）

（
給
与
法
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
）

第
五
条

給
与
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則

第
五
条

給
与
法
第
十
一
条
の
六
第
一
項
の
人
事
院
規
則



で
定
め
る
移
転
は
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
（

で
定
め
る
移
転
は
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（

平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
八
条
に
規
定

昭
和
六
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す

す
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
基
づ
く

る
移
転
基
本
方
針
又
は
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法

官
署
の
移
転
及
び
当
該
官
署
の
移
転
と
一
体
的
に
行
わ

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
八
条
に
規

れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
官
署
の
移
転
と
す
る
。

定
す
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
基
づ

く
官
署
の
移
転
及
び
当
該
官
署
の
移
転
と
一
体
的
に
行

わ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
官
署
の
移
転
と
す
る
。

別
表
第
三
（
第
六
条
、
第
七
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
条
、
第
七
条
関
係
）

第
六
条
の
官
署
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
官
署
と
し
、
第

第
六
条
の
官
署
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
官
署
と
し
、
第

七
条
の
起
算
日
は
当
該
官
署
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

七
条
の
起
算
日
は
当
該
官
署
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
日
と
す
る
。

定
め
る
日
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

厚
生
労
働
省
国
立
医
薬
品
食
品
衛
生
研
究
所

平



成
二
十
九
年
十
月
一
日

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


